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１　はじめに
　　「２０１９年のゴールデンウイークは１０連休！」
　　このような噂を耳にした方も多くいらっしゃるか
と思います。それでは、なぜゴールデンウイークが
１０連休になるのかはご存知でしょうか。実は、日
本には、「国民の祝日に関する法律」（以下、「祝
日法」といいます。）という法律があります。たった
３条しかない法律ですが、この法律により、１０連
休が誕生するのです。

２　祝日法とは
　　祝日法とは、その名のとおり、「国民の祝日」を
定める法律です。元日、成人の日、建国記念の日
など、国民の祝日の全ての名称、時期及びその
意義が定められています。

　　例えば、２０１６年から「山の日」という祝日が設
けられましたが、これも、祝日法の改正により誕生
した祝日です。ちなみに、祝日法第２条では、「山
の日　８月１１日　山に親しむ機会を得て、山の
恩恵に感謝する。」と規定されています。

　　また、日曜日が祝日の場合に月曜日が休日とな
ることはご存じかと思いますが、これも、祝日法第
３条第２項が、「『国民の祝日』が日曜日に当たる
ときは、その日後においてその日に最も近い『国
民の祝日』でない日を休日とする。」と規定してい
るためです。

3　今後の祝日について　
　　せっかくですので、祝日法改正の例をご紹介
したいと思います。

（１）皆様もご存じのとおり、２０２０年には東京オリン
ピックが開催されます。これに伴い、２０２０年の祝
日は一部変更されることとなります。具体的には、
平成３２年東京オリンピック競技大会・東京パラリ
ンピック競技大会特別措置法及び平成３１年ラ
グビーワールドカップ大会特別措置法の一部を
改正する法律（平成３０年法律第５５号）が平成
３０年６月２０日に公布され、２０２０年東京オリンピ
ック・パラリンピック競技大会の円滑な準備及び
運営に資するため、同法第１条により、「国民の
祝日に関する法律」の特例が設けられました。

　　これにより、２０２０年に限り、「海の日」は７月２３
日に、「体育の日（スポーツの日）」は７月２４日に、
「山の日」は８月１０日となります。

（２）また、国民の祝日に関する法律の一部を改正
する法律（平成３０年法律第５７号）が平成３０年
６月２０日に公布され、国民の祝日である「体育の
日」の名称が「スポーツの日」に改められ、その意

義は「スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を
培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う」
とされました（施行日は平成３２年１月１日です。）。

4　ゴールデンウイークが１０連休となる理由
　　以上のとおり、我々の休日は、祝日法という法律
に基づいて定められています。そして、ゴールデ
ンウイークが１０連休となると噂されているのも、こ
の祝日法があればこそです。

　　すなわち、私が本稿を執筆している時点では、
２０１９年５月１日を祝日とする特例法はまだ国会
で承認されておりませんが、仮にこれが承認され
れば、２０１９年５月１日は正式に祝日ということに
なります。そして、祝日法第３条第３項が、「その前
日及び翌日が「国民の祝日」である日（「国民の祝
日」でない日に限る。）は、休日とする。」と規定して
いるので、祝日に挟まれた４月３０日と５月２日も、祝
日となります。その結果、２０１９年は、４月２７日から
５月６日までの１０日間が土日祝日ということとなり、
１０連休が完成することになるのです。

5　最後に
　　ところで、１０連休という大型連休を心待ちにし
ている方はたくさんいらっしゃるかと思いますが、
企業活動という観点からみれば、２０１９年５月１日
の元号改正に向けて準備をしなければなりませ
んので、注意が必要です。

　　例えば、契約書等において年月日を和暦で特
定しているケースがよくあると思います。元号が改
正されても、年月日の特定自体はできていますの
で、問題があるわけではないですが、ミスが起きな
いようにするためには、少なくとも今から作成する
契約書等では西暦で特定することが望ましいで
す（昭和８０年と言われてもピンと来ないのと同じ
です。）。私も、契約書作成時には西暦を使用する
ように心がけています。
　　また、会社のシステムにおいて和暦表記を採用
している場合には、２０１９年５月１日以降、新元号
での和暦表記に変更する必要があります。新元
号の公表日は、２０１９年４月１日とされておりますの
で、システム変更のための期間が１ヶ月しかなく、
非常にタイトなスケジュールの中でシステム変更を
しなければなりません。システム変更が間に合わな
いリスクを考えれば、今のうちに思い切って西暦
表記のシステムを採用することもあり得るでしょう。

　　憂いなく１０連休を迎えるためにも、まずは元号
改正に向けてしっかりとご準備を進めていただけ
れば幸いです。
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